
ご案内!!
本庁舎（行政棟）改修工事に伴い東側エレベーター３基

の使用が出来なくなります。
ご不便お掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いし
ます。

●使用停止期間
令和８年２月～令和10年4月まで（予定）

●使用停止エレベーター
・一般用２台
・貨物用１台

東側エレベーターから地下１階・地下２階
に降りることができなくなります。
階段若しくは西側エレベーターのご利用を
お願いします。
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東側エレベーターホール
利用可のエレベーターは

地下１階・地下２階には止まりません。
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